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1．はじめに 
 2011 年 3 月 11 日に発生した東北地方太平洋沖地震は，

日本の地震観測史上 大のマグニチュードを記録したプ

レート境界型の大地震で，津波や地震動により東北地方か

ら関東地方に及ぶ広い範囲に東日本大震災と呼ばれる大

きな被害 1)が生じた。一方，都市直下型プレート内地震と

しては，1995 年 1 月 17 日に発生した兵庫県南部地震によ

って，淡路島から阪神地区にわたる地域に阪神・淡路大震

災と呼ばれる大きな被害 2)が生じた。兵庫県南部地震では，

近代的な大都市に大きな被害が生じ，被災状況の検討から，

その後の地震防災対策に多くの教訓が得られている。 
 しかし，これら 2 つの大震災の被害の様相は大きく異な

る。兵庫県南部地震では，都市部と震源との距離が近いた

め，大きな地震動が観測され，多くの建物被害が発生した。

一方，東北地方太平洋沖地震では，大きな津波が発生し，

振動被害より津波による被害が注目されている。 
本稿では，ICT の観点から，阪神・淡路大震災と東日本

大震災の被害状況を比較することにより，2 つの地震によ

る震災の特徴と今後の課題に関する検討 3)を行う。 
 
2．地震被害の比較 
 Tables 1，2 に，東北地方太平洋沖地震(2012 年 10 月 3
日現在)(東日本大震災)4)と兵庫県南部地震(阪神・淡路大震

災)の人的被害，建物被害 5)の一覧を示す。Table 1 より，

東北地方太平洋沖地震による人的被害のうち，死者，行方

不明者は東北地方(特に，岩手，宮城，福島の 3 県)に集中

している。また，建物被害については，全壊建物の約 97%，

半壊建物の約 86％が東北地方の，岩手，宮城，福島の 3
県に集中しているが，一部損壊建物は東北地方以外にも約

46％あり，広い範囲で建物被害が発生したことがわかる。

2 つの震災を比較すると，死者，行方不明者数は東日本大

震災が阪神・淡路大震災の約 2.92 倍，全壊建物数は約 1.24
倍となり，東日本大震災の被害が大きいことがわかる。 
阪神・淡路大震災での人的被害(死者，行方不明者)は兵

庫県，大阪府，京都府の 2 府 1 県で報告 2)されているが，

被害は兵庫県の阪神間から淡路島に集中している。東日本

大震災での人的被害(死者，行方不明者)は，北海道，青森

県，岩手県，宮城県，山形県，福島県，東京都，茨城県，

栃木県，群馬県，千葉県の 1 都 1 道 9 県で報告 4)されてい

るが，被害は，岩手，宮城，福島の 3 県に集中しているこ

とがわかる。 

Table 1 東北地方太平洋沖地震による被害概要 4) 

 
 
 
 
 
 
 

Table 2 兵庫県南部地震による被害概要 5) 

死者
行方

不明者
負傷者 全壊 半壊 一部損壊

非住戸
被害

合計 6,434 3 43,792 104,906 144,274 390,506 42,496

建物被害(棟)

総務省消防庁：阪神・淡路大震災について(確定報)，平成18年(2006年)5月19日
http://www.fdma.go.jp/data/010604191452374961.pdf

人的被害(人)

 
 
3．ICT 利用状況の比較 

Fig.1 に，1996～2010 年の，固定通信，移動通信サービ

スの加入契約者数の推移 6)を，Fig.2 に，1996～2011 年の

パソコン通信・インターネット利用状況 7)を，Fig.3 に，

1998～2010 年のインターネット利用者数と人口普及率 8)

を，Fig.4 に，1997～2011 年の携帯電話，PHS，無線呼 
出し(ポケットベル)の契約数の推移 9)をそれぞれ示す。 

Fig.1 より，2000 年に固定通信と移動通信の加入契約数

が逆転し，2010 年では移動通信契約数は固定通信の約 3.1
倍となっている。これより，阪神・淡路大震災時と東日本

大震災時では主たる情報伝達手段が固定通信から移動通

信に変わったことがわかる。また，Fig.2 に示すように，

移動通信の内，1997 年末の契約数は，携帯電話で約 1,817
万件，PHS が約 493 万件，無線呼出しが約 1,045 万件で

あるが，2011 年末の契約数は，携帯電話で約 12,225万件，

PHSが約 443万件，無線呼出しが約 15万件となっている。

これより，現状では，移動通信の内，携帯電話が も用い

られており，無線呼出しの契約数は大きく減少している。

また，PHS では契約数の変化は小さいことがわかる。 
次に，Fig.3 より，企業や事業所では，2000 年末までは

パソコン通信とインターネットの両方が用いられている

が，この時点で企業の約 89.3%がインターネットを導入し

ており，東日本大震災時と阪神・淡路大震災時では ICT
環境が大きく異なり，2006 年末時点で，企業の約 98.1%，

事業所の約 85.6%がインターネットを導入している。なお，

阪神・淡路大震災時の情報関係の被害は，文献 10)で報告

されている。また，Fig.4 より，インターネットの利用者

数は 1998 年では 115.5 万人(人口普及率約 9.2%)であった

死者
行方

不明者
負傷者 全壊 半壊 一部破損

非住戸
被害

15,870 2,813 6,114 129,549 265,781 728,745 56,268
青森県 3 1 109 308 701 958 1,363
岩手県 4,671 1,204 202 19,199 5,037 8,734 4,776
宮城県 9,527 1,394 4,140 85,311 151,719 224,225 27,251
秋田県 12 3 3
山形県 2 29 37 80
福島県 1,606 211 182 20,964 71,489 161,940 1,116
小計 15,809 2,810 4,674 125,819 229,026 395,860 34,509

割合(%) 99.62 99.89 76.45 97.12 86.17 54.32 61.33
7 117 15 198 4,847 1,101

東

北

地

方

警察庁緊急対策本部：平成23年(2011年)東北地方太平沖地震の被害状況と警察処置，
平成24年10月3日. (http://www.npa.go.jp/archive/keibi/biki/higaijokyo.pdf

人的被害(人) 建物被害(戸)

合計

東京都

－339－H59



 

 

が，2010 年には，インターネット利用者数は約 9462 万人

(人口普及率 78.2%)と急増し，一般にもインターネットが

普及し，情報伝達手段の一つとなっていると考えられる。

この点でも，東日本大震災時と阪神・淡路大震災時で，一

般の ICT 環境も大きく異なる事がわかる。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.1 固定，移動通信サービス加入契約者数の推移 6) 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.2 携帯電話，PHS，無線呼出しの契約数の推移 7) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
注)企業のインターネットは「全社的に利用」と「一部の事業所や

部門で利用」の和で，2006 年までは企業 300 人以上，事業所 5
人以上、2007 年以降は企業 100 人以上 

Fig.3 パソコン通信・インターネット利用状況 8) 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Fig.4 インターネット利用者数と人口普及率 9) 
 
4．人的被害情報の比較 
 3 章で示した ICT 環境の変化に伴い，東北地方太平洋沖

地震で被害の大きい岩手県，宮城県，福島県では，発災直

後から各県のホームページ(以下 HP)で被害情報が発信さ

れている。岩手県では，2011 年 3 月 11 日 20 時に地震へ

の対応状況が，3 月 12 日 21 時に，この時点までの被害状

況の第 1 報が HP11)に掲載された(2012 年 10 月 3 日段階で

週 1 回更新，アーカイブ有)。宮城県では，2011 年 3 月 12
日 5 時に 4 時 1 分付けの被害状況の第 1 報が HP12)に掲載

された(2012 年 10 月 5 日段階で月 1 回更新，アーカイブ

有)。福島県では，2011 年 3 月 12 日 9 時に被害状況の第

17 報が HP13)に掲載された(2012 年 10 月 5 日段階で日々

更新，アーカイブ無)。 
Figs.5～8 に，HP に掲載された 3 県の被害状況を基に，

発災後 50 日間の岩手県 11)，宮城県 12)，福島県 13)の HP で

発信された人的被害状況と，兵庫県南部地震 14)の人的被害

状況(死者，行方不明者数)を示す。なお，グラフの横軸は，

発災時刻を 0 とした経過日数で示している。 
 Fig.5 に示す岩手県では，行方不明者数が発災後約 3 日

後に急増し，約 7 日目まで増加した後，徐々に減少してい

ることがわかる。また，死者と行方不明者数の和は，発災

後約 10 日目頃から変動が小さくなっている。 
Fig.6 に示す宮城県では，行方不明者数は発災後約 12

日目頃まで増加し，その後の変動幅は小さくなり，約 1 か

月後から減少することがわかる。また，死者と行方不明者

の和は，発災後約 12 目頃から変動が小さくなっている。 
 Fig.7 に示す福島県では，発災後約 1 日で行方不明者数

が急増し，約 11 日後まで増加した後，徐々に減少してい

ることがわかる。また，死者と行方不明者の和は，発災後

約 11 日目頃から変動が小さくなっている。 
 一方，Fig.8 に示す兵庫県南部地震では，行方不明者数

は，発災後約 1 日で 大となり，発災後約 4 日で死者と行

方不明者数の和がほぼ一定となっている。岩手，宮城，福

島の各県の状況と比較すると，兵庫県南部地震では，短期

間で人的被害の調査が行われたことがわかる。 
次に，警察庁発表の人的被害(死者数と行方不明者数の

和)の推移 4)を Figs.9，10 に示す。なお，Fig.9 中には，岩

手県，宮城県，福島県の 2012 年 10 月 3 日現在の人的被

害状況，および兵庫県南部地震の場合の人的被害の推移 14)

も併せて示す。Fig.9 より，発災後 50 日の死者数と行方不

明者の和は，3 県とも 2012 年 10 月 3 日現在の警察庁によ

る被害状況の値(余震等による被害も含む)4)を大きく上回

り，警察庁でも正確な情報の把握が難しかったと考えられ

る。また，兵庫県南部地震の場合では，発災後約 4 日で人

的被害(死者数と行方不明者の和)がほぼ一定となっている。 
また，Fig.10 より，岩手，宮城，福島 3 県とも，死者と行

方不明者数の和がほぼ一定となるまでに時間を要してお

り，情報収集が難しかったことがわかる。これは，阪神・

淡路大震災では，主な死因は圧迫死 15)であるが，東日本大

震災では溺死 16)が圧倒的に多く，死因の違いが人的被害の

情報収集に大きく影響していると考えられる。 
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Fig.5 岩手県の人的被害状況の推移 11) 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.6 宮城県の人的被害状況の推移 12) 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.7 福島県の人的被害状況の推移 13) 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.8 兵庫県南部地震による人的被害状況の推移 14) 
 
5．停電と復旧状況 
 Fig.11 に東日本大震災における岩手，宮城，福島 3 県の

停電復旧状況(東北電力)17)と，阪神・淡路大震災における

停電復旧状況(関西電力)18)の推移を示す。Fig.11 より，岩

手県と阪神・淡路大震災時の停電復旧状況はほぼ同じで，

福島県の停電戸数が少なく，宮城県の停電復旧に時間を要

したことがわかる。東北電力が，復旧を完了(津波等によ

る流失家屋と福島県の立入制限区域内の家屋を除く)した

のは，福島県：2011 年 5 月 20 日，岩手県：同 6 月 3 日，

宮城県：同 6 月 19 日で，復旧に長時間を要している。 

東北地方太平洋沖地震 人的被害状況(警察庁)
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 Fig.9 警察庁による人的被害状況の推移(発災後 50 日) 4) 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.10 警察庁による人的被害状況の推移 4) 
 
 
 
 
 
 
 
 
注)津波等で流失した家屋，福島県の立入制限府内の戸数は除く 

Fig.11 停電と復旧状況 17), 18) 
 
6．考察及び結 
本稿では，ICT の観点から，1995 年兵庫県南部地震によ

る阪神・淡路大震災と 2011 年東北地方太平洋沖地震によ

る東日本大震災の被害状況の違いを示した。 
 本稿で示したように，都市直下型プレート内地震である

兵庫県南部地震と，プレート境界地震である東北地方太平

洋沖地震による被害の様相は大きく異なるが，これらの震

災から得られた教訓を，今後発生が予測される地震に対す

る防災，減災に活かすことが重要な課題となる。 
岩手，宮城，福島の 3 県では，既に，震災対応に関する

検証を実施している。情報収集・伝達については，岩手県

の検証 17)では，沿岸市町村との通信が途絶し，情報収集が

困難であったこと，総合防災情報ネットワークの切断によ

り通信ができなかったこと，防災行政情報通信ネットワー

ク(衛星通信)も，停電等により機能が十分発揮できなかっ

たこと等が述べられ，連絡が取れない場合の連絡員の派遣，

パケット通信やソーシャルネットワークシステムの活用，

複数の情報提供手段の活用等が対策として示されている。
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宮城県の検証 18)では，甚大な被害を受けた市町からの情報

収集が困難で，連絡員を派遣したこと，宮城県総合防災情

報システムの回線途絶で複数の市町から情報収集ができ

なかったこと等が述べられ，多様な情報収集手段を検討す

る必要があることが述べられている。福島県の検証 19)では，

他の課のネットワークに関する知識不足，県庁舎の被害

(一部立入禁止)，データセンターの災害時の対応に関する

検討不足，電話網が麻痺し執務時間以外であれば職員の招

集が困難であった事等が述べられ，対策として，他の課の

業務に踏み込んだ BCP の策定，無線通信等の代替ネット

ワークの備え，災害対策本部に対する支援体制の整理，原

発事故の想定，データセンターに対する「さらなる備え」

として，通信網，電気，水道，建物等のインフラを含む

BCP の検討等が示され，「情報」を維持するための全庁

一体となった対策等の必要性が述べられている。 
 このような状況は，阪神・淡路大震災と東日本大震災で，

よく似た状況も見られるが，使用されている情報機器は大

きく異なる。阪神・淡路大震災時の主要な情報機器は固定

通信(固定電話)で，その内，商用電源を使用しないアナロ

グ電話は停電時でも使用できた。一方，東日本大震災時の

主要な情報機器は移動通信(携帯電話)やインターネットで，

携帯電話はバッテリが無くなると充電用の，インターネッ

トでもコンピュータ等を使用するための電源が必要とな

る。東日本大震災では，Fig.11 に示すように，停電の復旧

に時間を要しており，停電時の情報伝達手段を確保するこ

とが，現状では重要な課題となる。また，インターネット

でも，電子メールや HP だけではなくインターネット検索

システムや IP 電話，ツイッター，ソーシャルネットワー

クサービス(SNS)が活用されたことが報告 20)され，今後，

これらのシステムがさらに活用されると考えられるが，こ

の場合も電源の確保が課題となる。 
 大震災等の災害時の情報は，被害状況の把握だけではな

く，種々の災害対応を行う際の基本的データとなるため，

迅速でかつ正確なデータ収集が不可欠となる。また，災害

状況は時々刻々変化するため，リアルタイムの情報収集シ

ステムの構築も重要な課題となる。 
日本は，どこでも大きな地震災害が発生する可能性があ

り，スマートシティやスマートコミュニティばかりでなく，

被災地の復興時に導入される ICT を，情報通信やエネルギ

ーモニタリングの観点のみではなく地震防災にも活用で

き，平常時から非常時までシームレスに運用可能な種々の

モニタリングシステムを構築し，普及させることが必要と

考える。 
以上より，今後，現状の情報通信技術と，これまでの震

災の教訓を基に，停電対策，複数の情報伝達手段の確保や，

ICT やセンサ技術を活用した災害情報収集システムの構

築が，緊急の課題であると考える。 
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